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1.中部エリアにおける揚水随意契約の事後確認結果について

2.関西エリア及び北海道エリアにおける揚水随意契約について

3.関西エリアにおける系統安定対策機能調達について



⚫ 第98回制度設計専門会合（2024年６月）にて、中部電力パワーグリッドより、需給調整市場の週間商品の未達実績が
2024年度ベースで８割を超えている状況を受けて、緊急的にブラックスタート機能契約のある揚水発電機のΔkWを随
意契約で調達したいとの相談に対し、監視等委員会事務局で内容の確認を行い、これを認めることとした。

⚫ 今般、中部電力パワーグリッドより、2024年度揚水随意契約の運用実績※及び提供事業者との精算額にかかる報告が
あったため、その内容について確認を行った。
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中部エリアにおける揚水随意契約の事後確認について

第98回制度設計専門会合 
資料5（2024年6月）

第98回制度設計専門会合 
資料5（2024年6月）

（※）中部エリアにおける揚水随意契約の期間は2024年７月20日～2025年３月31日



契約期間：2024年７月20日～2025年３月31日

契約額 ：一般送配電事業者への揚水機貸与に伴い提供事業者に発生する、卸電力取引市場での逸失利益及び供給力の減少に伴う代替調達
コスト等の実績に対し、事後精算を実施。（精算額は、提供事業者が運用する他の揚水発電機ユニットの実績値を元に算定）

契約容量：約61万kW

契約の概要
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揚水随意契約の運用実績

運用実績

稼働状況：揚水随意契約以降の揚水発電所の稼働実績は、電源Ⅰにより一般送配電事業者が過半を占有していた2023年度と比較し、上昇し
た。また、広域予備率低下に伴う提供事業者の供給力不足により、残暑が厳しかった時期を中心に「貸与不可」が度々発生した
（当該期間については、事後精算から除く補正を実施）。

支払実績：揚水随契の調達単価（0.57円／ΔkW･h ）※1は、2024年度（2024年４月～2025年３月）の中部エリアの週間市場調達単価
（5.76円／ΔkW･h）※2よりも安価となった。また、 2024年度（2024年４月～2025年３月）の中部エリアの市場・余力活用
を含めた総合的な需給調整費用（1.81円／ΔkW･h）は、レベニューキャップ申請単価（2.25円／ΔkW･h）を下回る結果と
なった※3。
なお、中部エリアにおける揚水随意契約は、ブラックスタート機能契約のある揚水発電機を対象に調達。
ブラックスタート機能契約のある揚水発電機は、既に一般送配電事業者が相応の固定費を負担しているため、今回の揚水随意契
約では固定費の負担が発生しない。加えて、一般送配電事業者が一部発電機の運用権ならびに水位管理を行う対価として、提供
事業者に対し、同一発電所の残りの発電機が生み出した１台あたりの逸失利益および代替調達コストを支払う契約形態（ミラー
契約）とすることで、より低い調達単価に繋がったと考えられる。

（※1）揚水随契の調達単価は、提供事業者への支払額をΔkWで除して算出。
（※2）2024年４月の前日追加調達分を含めて算定。
（※3）レベニューキャップは複合商品ベースで申請していたため、実績も週間複合商品の単価で確認。



⚫ 中部電力パワーグリッドに対し、事後精算項目及び諸元データの提出を求め、事後精算の考え方及び算定方法について確認を行った。

⚫ 事後精算は、第98回制度設計専門会合において認められた契約額の考え方に沿って実施され、契約時に想定していなかった事象につい
ては、事後精算で適切に補正されていることを確認した。
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揚水随意契約における提供事業者との事後精算

• 事後精算は、第98回制度設計専門会合において認められた契約額の考え方に基づき、一般送配電事業者への揚水機貸与に伴い提供事業
者に発生する、卸電力取引市場での逸失利益及び供給力の減少に伴う代替調達コスト等の実績をもとに実施。

• 具体的には、揚水発電所が複数台の同型機で構成されている点に着目し、提供事業者が運用する他の揚水発電機ユニットの収益実績をも
とに、随意契約対象ユニットの精算額を算定した。

• なお、契約時は想定していなかった、以下の事象については、事後精算時に適切に補正されていることを確認した。

事後精算の考え方

事後精算の考え方

事象 内容

容量市場リクワイアメント対応に伴う
水位調整によるマイナス収益日の補正

通常、揚水運用ではスポット市場価格が安価（または相対契約電源の受電単価が安価）な時間帯でポンプアップを行い、ス
ポット市場価格が高価な時間帯で売入札（またはBG供給力として活用）を行う。
しかし、容量市場リクワイアメントでは、広域予備率が８％未満となることが見込まれる場合に、当該コマを中心に運転継

続時間分の市場応札が求められるため、当該リクワイアメント対応が発生する場合、BGは本来の経済性に基づく揚水運用がで
きない。さらに、代替調達を伴う需給ひっ迫日翌日の揚水発電計画の取り止めや、卸電力市場が高価格な時間帯でポンプアッ
プを行う必要も生じることから、揚水発電単価の上昇により、結果としてマイナス収益日が発生。
他方、貸与機については、貸与時点でBGが発電に必要なkWhを用意した状態で貸与されており、既にBGとしては容量市場の

リクワイアメントを達成した状態となっていることから、貸与機にはリクワイアメント対応による損失が発生しないと考えら
れるため、当該事象における損失は補正して事後精算を実施。

貸与不可が発生した日の補正
広域予備率低下に伴う提供事業者の供給力不足により、残暑が厳しかった時期を中心に「貸与不可」が度々発生。当該期間に
ついては、事後精算から除く補正を実施。
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（参考）精算スキーム
第５回制度設計・監視専門会合 資料６
（2025年１月）



⚫ 中部電力パワーグリッドに対し、事後精算項目及び諸元データの提出を求め、事後精算の考え方及び算定方法について
確認を行った。

⚫ 事後精算は、前頁の考え方に基づき実施され、その額の算定についても問題となる点は発見されなかった。
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揚水随意契約における提供事業者との事後精算

前頁の考え方に基づき、以下の事後精算項目ごとに算定されていることを確認した。

＜事後精算項目＞

①kWh運用収益※1

②需給調整市場収益（ΔkW収益）

③供給力の減少に伴う代替調達コスト

④託送費用等（貸与機の託送費用、再エネ発電促進賦課金）

⑤貸与に伴う水位精算※2

事後精算の算定方法

事後精算の算定方法

（※1）卸市場や相対契約などの安価なポンプアップ原資をBGが自社の供給力として活用したことによる揚水機の運用益。
（※2）貸与に伴う水位精算は、「随意契約必要kWh追加ポンプアップ費用精算」及び「貸与中断時水買取費用」。

随意契約必要kWh追加ポンプアップ費用精算：揚水機は出力（kW）が貯水電力量（kWh）に制約されるため、上げ調整力（ΔkW）として予約確保するためには、予め必要水量を
上池にポンプアップする必要があることから、運用権の貸与にあたり、BG側で貸与日までに貸与機の属する発電所の上池に必要な水
量をポンプアップし、当該ポンプアップに要したコストを事後精算。

貸与中断時水買取費用：貸与期間中、作業等により一時的に貸与を取止める場合、TSO側の負担により上池にポンプアップした貯水電力量をBG側が供給力として使用する際には、
貸与最終日（連続する貸与期間の最終日）の翌需給対象日（＝BGが供給力活用する日）にスポット市場や相対供給力を用いて当該水量を汲み返した場合の
想定必要費用にて、BGが上池の水を買い取ることとし、当該支払金額を「貸与中断時水買取分」として事後精算。



⚫ 今回、中部電力パワーグリッドより、2024年度を通した揚水随意契約の運用実績や提供事業者との精算額にかかる報告があったため、
その内容について事後確認を行った。

⚫ 2024年度（2024年４月～2025年３月）の中部エリアの総合的な需給調整費用（1.81円／ΔkW･h）は、レベニューキャップ申請単価
（2.25円／ΔkW･h）を下回る結果となったことが確認できた。

⚫ また、事後精算については、第98回制度設計専門会合において認められた契約額の考え方に沿って実施され、その額の算定についても
問題となる点は発見されなかった。

⚫ 2025年度は中部エリア以外においても揚水随意契約による運用が開始されているため、来年度以降も、引き続き、事後監視を行うこと
としたい。

事後確認結果
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中部エリアにおける揚水随意契約の事後確認について
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1.中部エリアにおける揚水随意契約の事後確認結果について

2.関西エリア及び北海道エリアにおける揚水随意契約について

3.関西エリアにおける系統安定対策機能調達について
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関西エリア及び北海道エリアにおける揚水随意契約について

• 第３回及び第５回制度設計・監視専門会合（2024年11月、2025年１月）において、中部エリアにおける揚水随意

契約に関し、一般送配電事業者による揚水発電の随契調達の意義等について御報告させていただき、次年度（2025

年度）に向けた他の一般送配電事業者への横展開等についてご議論いただいたところ。

• また、第７回制度設計・監視専門会合（2025年3月）において、2025年度の東北エリアにおける揚水随意契約につ

いてもご議論いただいた。

• 今回、関西エリア及び北海道エリアの2025年度の揚水随意契約に関して、関西電力送配電及び北海道電力ネット

ワークから、それぞれ相談があったため、内容について確認を行った。



• 関西電力送配電から相談があった契約内容（案）は以下のとおり。

関西電力送配電からの相談内容 ①契約内容（案）
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（１）関西エリアにおける揚水随意契約について

ガイドとグリッド線

項目 内容

契約期間 契約時～2026年３月

契約容量 47万kW（２台分）

契約額
• 契約対象発電機の固定費（容量市場収入を除く）
• 運用に伴い、精算が必要な費用（ポンプロス託送料金等）の実績に対し、事後精算
• 全体としてレベニューキャップ申請単価を下回る単価で契約予定

揚水機の運用主体
TSO運用
（※発電事業者の供給力不足が懸念される場合は、発電事業者の申し出により一時的に運用権を返還。
返還している期間分は作業停止分と併せて料金の割り戻し対象）

需給調整市場の調達
発電所運用の制約なども考慮し、週間商品の募集量から、随契により確保したΔ㎾分を商品毎に控除
（複合商品基準で約５割程度）



• 関西エリアにおいては、一次調整力・二次調整力①の調達率が2024年度平均で１～５割以下と低水準にあり、調達未達
分は余力活用電源の活用により確保している。

• 週間商品（複合商品）の約定単価については、2024年度平均で5.94円/ΔkW・hとなっており、レベニューキャップ申
請単価（3.24円/ΔkW・h）を上回る状況が継続。

• また、揚水発電機は短時間での起動停止が容易であり、負荷追従性も高いことから、調整電源として非常に有用な電源で
あり、需給調整市場とは別の方法で一定期間予約確保することは、安定的な需給運用、すなわち周波数維持義務の観点や
調整力の効率的な調達の観点から必要。

関西電力送配電からの相談内容 ②調整力確保の必要性
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（１）関西エリアにおける揚水随意契約について

（出典）関西電力送配電作成（出典）関西電力送配電作成 （出典）関西電力送配電作成



必要性について

• 揚水発電は、短時間での起動停止が容易であり、負荷追従性も高いため、需給調整に用いる電源（調整電源）として非常に有用な電源であ
る。特に需給調整市場の商品区分における一次調整力、二次調整力①といった高速商品の利活用が期待されるが、今回、揚水随契の相談が
あった関西エリアにおいては高速商品の調達率が低い状況が継続している。

• 調達率の低い状況が継続する中、一般送配電事業者が必要な調整力の一部として揚水発電機を需給調整市場とは別に随意契約で予約確保す
ることは、安定的な需給運用の観点から一定の意義があると考えられる。

電源等の参加機会の確保、コストの適切性・透明性について

• 他方、安易に随意契約を行うことは、電源等の参加機会の公平性やコストの適切性、透明性の観点からは望ましくないため、「一般送配電
事業者が行う調整力の公募調達の考え方」に基づいた対応が求められるところ。

• この点、関西エリアにおいては、高速商品の調達率が１～５割以下であることに加え、随意契約で調達する量（47万kW）は、複合商品基
準で全体の募集量の約５割程度であり、市場募集量に達しないことから、電源等の参加機会は一定程度保たれていると考えられる。

• また、随意契約する揚水発電機のΔkW価格は全体としてレベニューキャップ申請単価（3.24円/ΔkW・h）以下で契約予定であることから、
コストの適切性についても一定程度保たれると考えられる。

• 以上を踏まえ、関西エリアの揚水随意契約については、必要性、コストの適切性・透明性の観点から有用であり、電源等の参加機会も一定
程度保たれていると考えられることから認めることとしたい。なお、コストの適切性・透明性を確保する観点からは、引き続き、監視等委
員会事務局において、契約価格および相対交渉の内容、事後精算の額等について厳正な事後監視を行い、本会合で報告することとしたい。

事務局評価
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（１）関西エリアにおける揚水随意契約について
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北海道電力ネットワークからの相談内容 ①契約内容（案）

（２）北海道エリアにおける揚水随意契約について

項目 内容

契約期間 契約時～2026年３月

契約容量 34万kW（定格出力20万kW×２台の85％（*¹））

契約額
• 契約対象発電機の固定費（容量市場収入等を除く）
• 全体としてレベニューキャップ申請単価（4.63円/ΔkW・h）を下回る単価で契約予定

揚水機の運用主体
TSO運用
（池容量についてはBGとTSOで分割して計画・管理）

需給調整市場の調達
発電所運用の制約や市場参加機会の確保なども考慮し、週間商品の募集量から、随契により確保したΔ㎾
分（一台分の定格出力20万kW分）を商品毎に控除

• 北海道電力ネットワークから相談があった契約内容（案）は以下のとおり。

（*¹）➀市場参加機会の確保
②昼間帯での経済的な上げ調整力のみで揚水が可能となる経済効率性

   の二点を踏まえ、一台分の定格出力20万kWの調整力を継続的に利用可能な水準として設定



• 北海道エリアにおいては、需給調整市場の高値約定等により、2024年度の市場での平均約定単価が10.5円/ΔkW・h
となっており、レベニューキャップ（RC）申請単価（4.63円/ΔkW・h）を大幅に上回っている状況にある。

北海道電力ネットワークからの相談内容 ②調整力確保の必要性
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（２）北海道エリアにおける揚水随意契約について

（出所）北海道電力ネットワーク作成

平均約定単価 10.5円/ΔkW・h

RC単価 4.63円/ΔkW・h



必要性について

• 北海道エリアは、現状、需給調整市場において一次調整力及び二次調整力①の調達率が全国で唯一高いエリアである。この理由は、同エ
リアの揚水発電の調整力提供事業者が、揚水発電分の調整力を週間市場に積極的に応札していることによるものである。

• 上記について、当該調整力提供事業者にヒアリングしたところ、一般送配電事業者が地域間連系線を通じて他エリアから高速の調整力を
調達することが困難であるため、北海道エリア内の高速商品の調整力需要を踏まえて入札を行っており、また、揚水発電について週間断
面で需給予測を踏まえた水位管理やポンプアップコストを設定することには一定の不確実性やリスクが伴うため、こうした要素を合理的
に価格に織り込んだ上で入札を行っている、との説明であった。

• 他エリアからの高速の調整力の調達が困難な北海道エリアにおいて、需給調整市場における調整力の調達が上記となっている現状を踏ま
えれば、同エリアの一般送配電事業者が、揚水の随意契約により高速な調整力を事前に確保しておくことは、今後の同エリアのより一層
の安定供給に資すると考えられる。

電源等の参加機会の確保、コストの適切性・透明性について

• 随意契約で調達する量は、複合商品基準で全体の６～７割程度であり、市場募集量に達しないことから、電源等の参加機会は一定程度保
たれていると考えられる（市場参加機会の確保の観点から、募集量からの控除分については一台分の定格出力20万kW分とする）。

• また、北海道エリアにおいては、2024年度の市場での平均約定単価が10.5円/ΔkW･hと他エリアと比較しても高く、結果としてレベ
ニューキャップ申請単価（4.63円/ΔkW･h）を大きく上回っている状況。国民負担を抑制する観点からは、調整力の調達コストの効率化
が強く求められるところ、今回の随意契約ではレベニューキャップ申請単価を下回る単価で契約予定であり、その効果が極めて大きい。

• 以上を踏まえ、北海道エリアの揚水随意契約については、必要性、コストの適切性・透明性の観点から有用であり、電源等の参加機会も
一定程度保たれていると考えられることから認めることとしたい。なお、コストの適切性・透明性を確保する観点からは、引き続き、監
視等委員会事務局において、契約価格および相対交渉の内容、事後精算の額等について厳正な事後監視を行い、本会合で報告することと
したい。

事務局評価

16

（２）北海道エリアにおける揚水随意契約について



17

【参考】2024年度 週間取引（一次～三次①）の動き 第９回制度設計・監視専門会合 資料４
（2025年５月）一部加工



18

【参考】一般送配電事業者が行う調整力公募調達に係る考え方
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1.中部エリアにおける揚水随意契約の事後確認結果について

2.関西エリア及び北海道エリアにおける揚水随意契約について

3.関西エリアにおける系統安定対策機能調達について



⚫ 第95回制度設計専門会合（2024年３月28日）において、関西送配電より、関西エリアの水力幹線の系統安定対策のた
め、当該幹線に接続する電源に給電指令を行うための随意契約を締結することについて相談があり、契約電源を必要最
小限に限定することとした上で、随意契約を行うことについて認めることを整理した。

⚫ 今回、関西送配電より、随意契約の締結に至った※との報告があり、その内容について確認を行った。

経緯及び契約内容の確認

20

関西エリアにおける系統安定対策機能調達について

※第95回制度設計専門会合後から契約締結までに１年程度の時間を要しているが、関西送配電に
よると、精算方法、契約書の内容等で調整に時間を要したとのことであった。
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第95回制度設計専門会合 
資料6（2024年3月）
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（参考）関西送配電からの相談内容

第95回制度設計専門会合 
資料6（2024年3月）

第95回制度設計専門会合 
資料6（2024年3月）
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（参考）関西送配電からの相談内容に対する事務局の見解

第95回制度設計専門会合 
資料6（2024年3月）



⚫ 今回、随意契約で確保する電源について、合理的な確保量であり必要最小限となっているかどうかを確認したところ、
合理的に対象箇所を選定し、実運用上も必要最小限にとどめるものとなっていることから、契約段階の確認としては  
問題ないと考えられる。

⚫ なお、費用精算は給電指令に伴い発生するものに限定され、固定費等の支払いは発生しない。このため、実運用におい
て必要最小限の指令となっていたかどうかは、契約期間終了後に事後確認を行う。

契約電源について
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契約内容に対する事務局の確認結果①

No. 給電指令対象 契約電源の考え方 事務局評価

１

着雪防止対策において新愛
本変電所のＳｈＲが故障等
により使用不可となること
による発電機の運転指令を
実施した場合

着雪が想定される主に深夜帯において、およそ数時間にわたって、新北
陸幹線の区間（新愛本～黒四）に約5万kWの発電潮流を流すことが必要。
そのため、着雪防止対策の系統に物理的に潮流を流すことができる発電
所かつ、数時間にわたって5万kWの発電量を確保しやすいダム式水力発
電所を主に確保。

対象系統において、物理的に潮流を流すことができ
る発電所（15か所）のうち、必要な発電量を確保し
やすいダム式水力（11か所）を主に選定しており、
合理的に確保されていると評価できる。

２
電圧過昇対策に伴う発電機
の運転指令を実施した場合

東海幹線、美濃幹線の二回線作業時に、飛騨旧幹線、飛騨新幹線の電圧
が上昇した場合に運転を指令。
電圧対策では、発電機が最低出力でも運転していれば、潮流ロスによる
電圧降下や発電機のAVR等により、電圧過昇対策が可能なため、対策系
統に物理的に連系可能な発電所を確保。

飛騨旧幹線、飛騨新幹線に物理的に連系可能な発電
所（13か所）を全て確保するが、実運用ではBG計画
上、どの電源も停止している場合に指令が限定され、
対象も電圧調整が必要な箇所のみ（１か所程度）と
され、必要最小限にとどまっていると評価できる。

３
系統切替に伴う位相調整で
発電機出力の増発を実施し
た場合

負荷がなく発電機のみで構成される水力幹線では、発電機を系統切替す
る際の位相差は発電機の運転状態に依存。このため、位相差を規定値以
内にするには、発電機の出力調整を行うしか手段がない。
水力幹線に接続するすべての発電所が位相差の調整に効果的だが、必要
最小限に絞るため、発電事業者が一般送配電事業者の出力調整に応じや
すいダム式水力発電所を主に確保。

水力幹線に接続するすべての発電所（76か所）のう
ち、出力調整に応じやすいダム式水力発電所を主に
確保（41か所）。実運用では、系統切替を必要とす
る箇所において、１～２か所の指令を予定しており、
必要最小限にとどまっていると評価できる。



⚫ 今回の契約では、費用精算は給電指令に伴い発生するものに限定され、固定費等の支払いは発生しない。

⚫ 精算対象は、給電指令に伴い発生した増発電力量、抑制電力量、先使い電力量（＝増発電力量－抑制電力量）とし、
各指令時間帯のエリアプライス※を乗じて、精算対象金額を計算し、以下の算式で精算を行う。

精算金額＝先使い電力量料金＋抑制電力量料金ー増発電力量料金
先使い電力量料金＝先使い電力量×先使い対象時間帯エリアプライス
抑制電力量料金＝抑制電力量×抑制指令時間帯エリアプライス
増発電力量料金＝増発電力量×増発指令時間帯エリアプライス

第95回制度設計専門会合で整理した精算のイメージと基本的には整合しており、問題ないと考えられる。

契約金額について
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契約内容に対する事務局の確認結果②

抑制量

増発量

抑制量

給電指令前

給電指令後

精算対象期間
（単価は各時間帯のエリアプライスを使用）

時間

kWh 抑制した分の機会損が発生したと考えること
ができ、TSO⇒BGへ精算

増発した分の機会益が発生したと考
えることができ、BG⇒TSOへ精算

先
使
い
量増

発
量

抑
制
量

「増発量＞抑制量」の場合に、その差分
（先使い量）を、給電指令に対応するた
めの追加電力量と考え、その逸失利益分
を、TSO⇒BGへ精算

精算対象電力量の算定イメージ

BGが先々の時間帯で最経済で運用予定だったも
のを先使いしたため、先使い分の単価は、翌週以
降の平日かつ16:00～20:30までのピーク時間
帯のコマで使う予定だったとみなし、この時間帯の
エリアプライスを引用。

※対策のBG計画への反映有無により、インバランス単価を使う場合がある。



⚫ 関西送配電の契約内容は、第95回制度設計専門会合で整理した内容と齟齬はなく、特に問題となる点はなかった。

⚫ 今後は、本契約期間終了後に運用結果の事後監視を行い、本会合で報告することとしたい。

事務局見解
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